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～あなたの健康を国保がつくる、国保が守る～

　

皆
さ
ん
が
納
付
さ
れ
て
い
る
国
保
税

は
、
収
入
の
３
割
を
し
め
る
貴
重
な
財

源
で
す
。
そ
の
他
の
収
入
は
主
に
、国
・

県
等
か
ら
の
補
助
金
・
負
担
金
が
占
め

て
い
ま
す
。
平
成
19
年
度
は
、
国
保
税

の
税
率
改
定
に
よ
る
収
入
額
の
増
加
に

よ
り
、
基
金
を
取
り
崩
さ
ず
に
す
み
ま

し
た
。

  皆様一人ひとりが支払う保険税が、どのように利用されているかご
存じですか？　皆様が医療機関などにかかった時に医療費の一部負担
金（３割）を支払いますが、残り（７割）は国保から支払われていま
す。その支払う財源が保険税で賄われています。
  医療費は年々増大しており、保険税が不足すると、十分な給付が提
供できなくなります。
　国保に加入している方は、「給付を受ける権利」があると同時
に「保険税を支払う義務」があります。
   保険税は忘れずに納期限までに納付しましょう。

いつも笑顔で健康づくり !

国 保
  強 調  
月 間 

国保特別会計決算状況　　“平成１９年度”
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　先発医薬品（一般的な薬）の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や
規格等が同一であるとして、臨床試験などを省略して承認される医薬品
を「後発医薬品」（いわゆるジェネリック医薬品）と呼んでおり、効果が
変わらないのに安価な薬として注目されています。
　今年の４月より処方箋の書式が変更になり、「後発医薬品への変更不可」
の欄に医師の名前が記載されていなければ、患者さんが薬局と話し合っ
て後発医薬品へ変更できるようになりました。詳しくは処方される薬局
の薬剤師さんにお問い合わせください。

☆
一
人
当
た
り
の

　

医
療
費
ご
存
知
で
す
か
？

　　

支
出
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
保

険
給
付
費
は
、
毎
月
広
報
（
Ｐ

23
）
に
前
月
の
支
払
額
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
５
年
前

に
あ
た
る
、
平
成
1�
年
10
月
号
時

の
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
月

１
１
、
７
８
２
円
で
し
た
。
今
月

は
１
６
、
８
５
９
円
と
な
っ
て
い

て
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、

毎
年
、
月
平
均
で
約
１
、
０
０
０

円
ず
つ
、
５
年
前
と
比
べ
3�
％
も

伸
び
て
い
ま
す
。   

☆
医
療
費
が
平
成
15
年
よ
り

　
　

高
く
な
っ
た
原
因
は
？

　　

Ｈ
19
年
５
月
診
療
分
の
医
療
費

（
一
般
被
保
険
者
分
）
と
Ｈ
1�
年

分
を
疾
病
別
に
比
較
す
る
と
、
外

来
で
大
き
な
差
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
入
院
で
費
用
が
伸
び
て
い
る

疾
病
が
あ
り
ま
す
。

　

下
の
グ
ラ
フ
は
、
入
院
で
医
療

費
が
大
き
く
伸
び
て
い
る[

癌
、

捻
挫
・
骨
折
・
打
撲
等
、
神
経
系

の
疾
患
、
乳
癌]

の
４
つ
の
疾
病

を
年
齢
別
に
し
た
も
の
で
す
。
��

～
�9
歳
で
、
癌
・
乳
癌
で
入
院
し

た
人
に
か
か
っ
た
費
用
が
特
に
多

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
病
気
に
気
が
つ
か
ず
、
重
症
化

し
て
か
ら
病
院
に
行
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
積
極
的
に

健
診
（
総
合
・
特
定
・
癌
検
診
な

ど
）
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

ご
自
分
の
体
の
こ
と
で
す
が
、

病
気
に
な
っ
た
時
は
税
と
い
う
形

で
、
み
ん
な
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
に
10
月
の
総
合
健
診

の
日
程
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
は
受
診
し

ま
し
ょ
う
。

ご存知ですか？　　～ ジェネリック医薬品（後発医薬品）～

　退職して会社の健康保険の資格がなく

なったり、他市町村から転入してこられた

方で、他の健康保険に加入していない方は、

退職した日の翌日又は転入した日から、国

民健康保険の被保険者となりますので、必

ず１４日以内に加入手続きをしてください。

　この場合、保険税も届出日に関係なく、

被保険者となった日から月割りで算定され

ます。（加入月は課税されますが喪失月に

は課税させません。）

　また、被保険者間の負担の公平を図り、

国民健康保険事業の運営に必要な財源を確

保するため、加入届が遅れた場合でも保険

税は最長３年間分さかのぼって納付してい

ただきます。

Q&A 
年度途中で加入したり、やめたりし

た人の保険税ってどうなるの！？
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　ポリオ予防接種を実施しま
す。まだお済でないお子様は接
種するようお願いします。

■対象者
　接種日現在で、３ヶ月から
   ７歳半になる乳幼児

■実施日
　１回目 10 月  １日（水）
　２回目 10 月 23 日（木）

■受付時間
　13 時～ 14 時 30 分

■会場
　韮崎市総合運動場体育館

■持ち物
　問診票、母子健康手帳

○このページについてのお問い合わせは

保健課保健指導担当　
　　　 健康増進担当　　　　　　（保健福祉センター内）

☎２３ー４３１０　　 ２３ー４３１６

【
次
の
よ
う
な
方
は
、
特
定
健
診
を
受

診
し
た
と
み
な
せ
ま
す
】

　

ご
自
分
で
医
療
機
関
の
ド
ッ
ク
や
事

業
所
の
健
診
な
ど
を
受
診
し
た
方
は
、

そ
の
結
果
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
特
定
健
診
を
受
診
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。（
該
当
の
項
目
を
全
て
受
診
し

て
い
る
こ
と
が
前
提
）
保
健
セ
ン
タ
ー

に
健
診
結
果
の
コ
ピ
ー
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

【
10
月
の
健
診
の
ご
案
内
】

　

今
月
、
最
後
の
健
診
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
だ
受
診
を
さ
れ
て
い
な
い
国
保
加
入

者
の
方
は
、
必
ず
受
診
を
し
て
く
だ
さ

い
。
総
合
健
診
に
必
要
な
一
式
は
、
７

月
上
旬
に
対
象
者
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

紛
失
し
た
り
届
い
て
い
な
い
方
は
、
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
保
健
セ

ン
タ
ー
に
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

受
診
し
ま
し
た
か
？
「
総
合
健
診
」

・総合健診日程　　

　

７
月
に
総
合
健
診
を
実
施
し
ま
し
た
。
今

年
度
は「
特
定
健
診
制
度
」が
新
た
に
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

【
前
半
実
施
状
況
】

　

前
半
終
了
後
、
受
診
者
数
は
、
１
、０
１
６

人
（
17
・
６
％
）
で
す
。
韮
崎
市
の
今
年
度

の
目
標
受
診
率
2�
％
に
ま
だ
届
い
て
い
ま
せ

ん
。
町
別
に
見
る
と
、
神
山
町
、
円
野
町
は

受
診
率
が
40
％
台
で
高
い
一
方
、
韮
崎
地
区
、

穴
山
町
、
竜
岡
町
が
20
％
台
と
低
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。
年
齢
別
で
は
、
高
年
齢
に

な
る
ほ
ど
受
診
率
が
高
く
、
低
年
齢
に
な
る

ほ
ど
低
い
傾
向
で
す
。

※
ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
方
！
特
に
働
き
世

代
の
方
！
必
ず
受
診
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
な
ぜ
受
診
が
必
要
な
の
か
？
】

　

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
制
度
は
、
生

活
習
慣
病
に
起
因
す
る
様
々
な
病
気
を
早
期

に
発
見
し
、
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
で
重

度
化
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
し
た
制
度
で
す
。

そ
れ
は
増
加
の
一
途
を
辿
る
医
療
費
を
抑
制

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
国
保
に
加
入
し

て
い
る
皆
さ
ん
の
保
険
税
負
担
の
軽
減
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
市
に
さ
ま

ざ
ま
な
数
値
目
標
の
設
定
が
義
務
化
さ
れ
、

達
成
の
度
合
い
に
よ
り
、
市
（
国
保
）
が
負

担
す
る
支
援
金
の
割
合
が
変
化
す
る
制
度
に

な
っ
て
い
ま
す
。

必ず受けてください！　
　   「 特定健診 」

　ポリオ予防接種
集団接種を実施

月 日 場　所 時　間 対象者等

１０

　５日（日）保健福祉センター 8：30 ～ 11：00 未受診者

　９日（木）中田公民館
8：00 ～　9：00 中田（中条）
9：00 ～ 10：30 中田（小田川）

１０日（金）
大草公民館 8：00 ～　9：00 大草（若尾）

9：00 ～ 10：30 大草（その他）
１３日（月）保健福祉センター 8：30 ～ 11：00 未受診者

１４日（火）勤労青年センター
8：00 ～　9：00 穂坂※１
9：00 ～ 10：30 穂坂※２

１７日（金）文化ホール 8：30 ～ 10：30
未受診者

２６日（日）保健福祉センター 8：30 ～ 11：00

※１　宮久保・飯米場・鳥の小池・権現沢・上の原・
　　　日之城
※２　三之蔵・柳平・三ツ沢・上今井・長久保・原
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市
で
は
、
昨
年
12
月
に
ま
ち
づ

く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
行

政
施
策
の
各
分
野
に
お
け
る
市

民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
い
た

だ
く
と
と
も
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
、
参
加
し
た
市
民
の
皆

さ
ま
か
ら
課
題
の
抽
出
と
解
決

の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
具
体
的

な
ご
提
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

　

こ
の
た
び
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
等
の
結
果
を
踏

ま
え
、
地
区
や
各
種
団

体
、
公
募
で
選
ば
れ
ま

し
た
市
民
代
表
の
方
々

に
よ
る
「
長
期
計
画
審
議
会
」
の
ご
意

見
を
頂
き
な
が
ら
10
年
後
の
韮
崎
市
の

将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
「
韮
崎
市

第
６
次
長
期
総
合
計
画
素
案
」
を
作
成

し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
公
表
し

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
広
く
ご
意

見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

素
案
の
閲
覧
方
法
お
よ
び

　
　
　
　
　
　

ご
意
見
等
に
つ
い
て

　

書
式
は
任
意
で
す
が
、
意
見
の
要

旨
お
よ
び
そ
の
理
由
と
、
住
所
、
氏

名
、
連
絡
先
を
ご
記
入
の
う
え
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
窓
口
に

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
閲
覧
場
所

◇
市
役
所
１
階
情
報
コ
ー
ナ
ー

韮崎市第６次長期総合計画素案
にご意見をお寄せください

【
こ
ん
な
と
き
に
注
意
！
】

①
人
が
倒
れ
て
い
て
、
近
く
に
「
洗

剤
の
ボ
ト
ル
」
な
ど
が
あ
る
。

②「
有
毒
ガ
ス
発
生
中
」な
ど
の
張
り

紙
が
ド
ア
な
ど
に
貼
ら
れ
て
い
る
。

③
車
な
ど
に
「
目
張
り
」
が
さ
れ
て

い
る
。

【
な
ど
の
不
自
然
な
状
況
及
び
臭
気

な
ど
を
確
認
し
た
と
き
は
】

１
安
全
な
場
所
（
風
上
側
）
に
避

難
し
、「
１
１
９
番
」
に
通
報
し
、

詳
細
を
伝
え
、
消
防
隊
の
到
着
を

待
つ
。

２
異
臭
の
す
る
部
屋
、
窓
、
車
の
ド

ア
な
ど
は
絶
対
に
開
け
な
い
。

３
救
助
関
係
者
以
外
の
人
は
身
内
で

あ
っ
て
も
近
づ
け
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
守
っ
て
、
事
故
発
生
の

時
に
は
、
消
防
隊
員
の
指
示
に
従
っ

て
く
だ
さ
い
。

◇
市
役
所
３
階
企
画
財
政
課

◇
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.city.nirasaki.lg.jp/gyo

usei/

cho
ukikei/ do

cum
ents/soan.pdf

■
閲
覧
期
間

　

10
月
24 

日
（
金
）
～
11
月
2�
日
（
火
）

　

８
時
30
分
～
17
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

■
ご
意
見
の
受
付
期
限

　

11
月
2�
日
（
火
）

※
郵
送
は
当
日
消
印
有
効

■
お
問
い
合
わ
せ
・
送
付
先

　

企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
５
５
）

kikaku@
city.nirasaki.lg.jp　

　

全
国
で
硫
化
水
素
発
生
に
よ
る
事

故
、
ま
た
、
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
事

案
が
相
次
い
で
い
ま
す
。
幸
い
峡
北
管

内
で
の
事
案
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
関
係

者
や
救
助
者
、
住
民
の
方
に
も
被
害
が

及
ぶ
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

　

峡
北
消
防
本
部
で
は
、
大
阪
市
消
防

局
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
韮
崎
消
防
署

職
員
が
県
下
消
防
本
部
に
先
駆
け
て
簡

易
除
去
装
置
を
作
成
し
、
二
次
災
害
を

防
ぐ
よ
う
訓
練
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

住
民
の
皆
さ
ま
も
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
備
え
、
注
意
点
を
確
認
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
日
頃
の
心
が
け
が
被
害

を
防
ぎ
ま
す
。　

防災インフォメーション・消防本部より

あなたの「ご意見」
お待ちしてます！

「
硫
化
水
素
発
生
事
故
？
」

      　

こ
ん
な
と
き
ど
う
す
る
・
・
・

送排風機と特殊な活性炭を組み合わせた除去装置

　皆さんにお貸ししている防災行政無線
戸別受信機は、通常は家庭用電源で作動
していますが、災害等の停電時でも受信
できるように電池でも作動するようにな
っています。乾電池の交換時期の目安は
１年となっていますので、いざという時
のため、定期的 ( 年１回程度 ) に交換して
ください。
　また、乾電池ランプが「赤」に点滅し
アラームがなる場合は電池切れですので、
乾電池の交換が必要です。

■お問い合わせ
　総務課防災交通担当（内線３３９）

戸
別
受
信
機
の

　

電
池
交
換
を
お
忘
れ
な
く
！
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　今　月　の　納　税

〈今月のインターネット公売日程〉

税目 納期限

市県民税（普通徴収）　  第３期

１０月３１日（金）
国民健康保険税　　　　 第４期

介護保険料（普通徴収） 第４期

後期高齢者医療保険料　 第４期

・公売下見会
日時　１０月８日（水）９日（木）
　　　１０時から１５時（１２時から１３時を除く）
会場　韮崎市役所別館３０１会議室

■お問い合わせ　
　収納課（内線１６３～１６６）

　
　許しません！税金滞納者

　１０～１１月を「市税納税納付強化月間」として、市税（市県民税、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税等）の滞納者に対して徴収事務を強化し、滞納の解消
を進めます！！

　この中で、所得や財産があるにもかかわらず、督促に応じない滞納者に対しては、
税負担の公平さと市の貴重な財源を確保するため、財産の差し押えを行い滞納を解消
しますのでご理解をお願いします。

〈差し押えることができる財産〉
給与、預貯金、生命保険、自動車、動産、不動産（土地・建物）など

※平成１９年度の差し押え実績　　　　３４８件／１，７１０万円
※平成２０年度の差し押え実績（４月から８月まで）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　１５５件／２，３００万円

〈動産や不動産はインターネット公売を実施します〉
　市では、市税の滞納処分により差し押えた動産（絵画等の財産）や不動産を
yahoo!JAPAN が提供する官公庁インターネットオークションを利用して、公売を実施
しています。詳細につきましては、インターネットよりyahoo!JAPAN官公庁オークショ
ンのページをご覧ください。

　☆放置しないでご相談を！

　滞納をしていると、差し押えの不利益を受けることになります。
　病気など不測の事態や、失業や事業不振などでどうしても納期内の納付がで
きない場合は、早めにご相談ください。
　また、夜間・休日に納税相談・収納窓口を開設しています。

□財産の差し押えの流れ
　

　　　　　　　

　納期限が過ぎたら⇒督促⇒差し押え

■お問い合せ
　収納課（内線１６３～１６６）

10 ～ 11 月は 市税納税納付強化月間です 暮
ら
し
に
必
要
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
は

　

み
ん
な
の
税
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す

納期限 督促状送付 財産調査 差し押え 換価・充当

勤務先、官公署、

金融機関、保険

会社などに調査

を行います。

滞納に見合うだ

けの差し押えを

行います。

差し押え財産を

取立・公売して、

滞納額に充当し

ます。

　
－甲府税務署からのお知らせ－

　甲府税務署に電話する
　【０５５－２３３－３１１１】
　　　　　　▼
　自動音声に従って番号選択「１」か「２」
　　　　　　▼
　１税金に関する一般的な相談など　　
　２税務署からの照会に対する回答など

              ▼                            ▼
　　電話相談センター　　　　税務署

20
年
11
月
４
日
か
ら

税
務
相
談
の
受
付
方
法
が
変
更
に
！
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「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
届
い

た
方
は
全
員
回
答
し
ま
し
ょ
う
。

年
金
記
録
の
確
認
の
た
め
、
訂
正

の
な
い
方
も
、
必
ず
提
出
し
て
下

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　

■
お
問
い
合
わ
せ

◇
ね
ん
き
ん
特
別
便

　
　
　
　
　
　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
ー
０
５
８
ー
５
５
５

◇
竜
王
社
会
保
険
事
務
所（
代
表
）

☎
０
５
５
ー
２
７
８
ー
１
１
０
０

ま
わ
り
の
人
に
も

呼
び
か
け
て
下
さ
い　

  ２０歳の記念行事
　　　     「 成 人 式 」

  
就
学
時
健
康
診
断

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
来
年
４

月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
子
ど
も

（
平
成
14
年
４
月
２
日
～
平
成
1�

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
を
対
象
と

し
た
就
学
前
の
健
康
診
断
を
実
施

し
ま
す
。

　

次
の
学
校
区
ご
と
の
日
程
で
健

康
診
断
を
行
い
ま
す
の
で
、
決
め

ら
れ
た
日
に
必
ず
受
診
す
る
よ
う
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
健
康
診
断
実
施
場
所

　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

               

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル

　

韮
崎
市
藤
井
町
坂
井
２
０
５

■
通
知
お
よ
び
必
要
書
類

　

対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
を
お
持

ち
の
保
護
者
の
方
に
は
、
す
で
に

通
知
と
必
要
書
類
を
送
付
し
て
、

必
要
事
項
の
記
入
な
ど
を
お
願
い

し
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
だ
通
知
が
お
手
元
に
届
い
て

い
な
い
場
合
は
、
教
育
委
員
会
ま

で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

韮
崎
市
教
育
委
員
会

　

教
育
課
学
校
教
育
担
当

　
　
　

（
内
線
２
６
３
・
２
６
４
）

小
学
校
に
入
学
す
る
子
ど
も
は
受
診
を

小学校区 日       時 検査項目

韮 崎

10 月 1� 日（水）
・受付時間

１３時～１３時３０分

※時間厳守でお願いします。

・実施時間

１３時～１５時３０分

内 科・ 眼 科・

歯 科・ 視 力・

聴 力・ 言 語・

知能検査など

穂 坂

韮崎北東

韮崎北西
10 月 1� 日（木）

甘 利

◇健康診断日程

平成２１年の成人式を次のとおり行います。

■日時　平成２１年１月１１日（日）
　　　　※受付１２時３０分～１３時１５分
　　　　※式典１３時３０分～

■場所　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　　　　大ホール

　対象者へのご案内は、１２月上旬に郵送します。
なお、転出などにより現在韮崎市に住民票のない
方で出席を希望される方は、１１月末日までにご
連絡ください。

■お問い合わせ・連絡先　
　韮崎市教育委員会
　教育課生涯学習担当
　（内線２６７）

年 金

 

病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
開
催
！

■
定
員　

�0
名

■
受
講
料　

無
料

■
そ
の
他　

　

受
講
後
、
修
了
証
を

　
　
　
　
　

交
付
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

市
立
病
院
事
務
局
総
務
担
当

　

（
平
日
8
時
30
分
～
17
時
30
分
）

☎
２
２
ー
１
２
２
１

　
　
　

（
内
線
２
１
３
・
２
１
４
）

２
２
ー
９
７
３
１

　

市
立
病
院
で
は
、
病
院
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座
を
、
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

10
月
４
日
（
土
）

　
　
　

10
時
～
12
時
1�
分

■
場
所　

市
立
病
院
６
階

　
　
　
　
　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
室

■
講
師

　

特
定
非
営
利
法
人

　

日
本
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会

    　

  

理
事　

長
谷
川　

純
子
氏

《主な日程》

時　間 内　容
１０：００ 開　講
１０：１０ ボランティアに期待すること
１０：２５ 外来受付の体験から

１０：５０
講演「共に歩もう病院とボラ
ンティア」

１２：１０ 修了証授与
１２：１５ 閉　講

※午後に院内の見学（約４０分）ができます。

　希望される方は昼食をご持参下さい。




